
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
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政
府
は
、
構
造
計
算
書
偽
装
問
題
等
に
よ
り
国
民
の
間
に
建
築
物
の
安
全
性
に
対
す
る
不
安
と
建
築
界
へ
の
不
信
が
広
ま
っ

て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を

期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
先
に
成
立
し
た
建
築
基
準
法
等
改
正
法
及
び
建
築
士
法
等
改
正
法
と
相
ま
っ
て
、
安
全
で
安
心
で
き
る
住
宅
が
消
費
者
に

供
給
さ
れ
る
よ
う
、
欠
陥
住
宅
や
不
良
業
者
の
排
除
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
、
住
宅
瑕
疵
担
保
保
証
金
の
供
託
の
基
準
額
の
算
定
・
設
定
に
お
い
て
、
新
築
住
宅
の
合
計
戸
数
に
応
じ
た
瑕
疵
に
基
づ
く

損
害
の
状
況
を
適
正
か
つ
適
切
に
勘
案
す
る
こ
と
。
ま
た
、
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
に
不
足
を
来
す
こ
と
の
な

い
よ
う
、
適
宜
基
準
額
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

、

、

三

住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
保
険
の
内
容
の
基
準
が
住
宅
購
入
者
等
の
保
護
の
た
め
十
分
な
も
の
と
な
る
よ
う
定
め
る
と
と
も
に

住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
保
険
法
人
制
度
創
設
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
保
険
対
象
住
宅
の
検
査
の
徹
底
を
期
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、

被
保
険
住
宅
及
び
被
保
険
業
者
に
対
す
る
信
頼
と
高
い
評
価
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
被
保
険
業
者
に
故
意
・
重
過
失
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
住
宅
購
入
者
等
の
保
護
・
救
済
に
欠
け
る
こ
と
が
な

い
よ
う
十
全
の
対
応
を
図
る
こ
と
。



四
、
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
迅
速
か
つ
適
切
な
履
行
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
住
宅
の
瑕
疵
の
有
無
に
つ
い
て
技
術
的
に
適
正
な

判
断
・
助
言
が
で
き
る
第
三
者
機
関
の
設
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
な
ど
、
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
に
お
け
る
紛
争
処
理
に

対
す
る
技
術
的
支
援
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
に
対
す
る
あ
っ
せ
ん
及
び
調
停
の
申
請
に
時
効
中
断
効
を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

速
や
か
に
検
討
の
上
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。




